
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市学校図書館支援センターだより 第２２号 令和 4年 7月発行 

毎日暑い日々が続いています。学校現場では、コロナウイルス感染症、熱中症対策
などさまざまな安全対策を講じられている毎日だと思います。 
本年度も学校訪問では、子どもたちが生き生きと本を選んでいる姿や、真剣に読書

をしている姿をたくさん見たり、要請訪問では、さまざまな学校の図書館運営の支援
をさせていただいたりしています。今後も子どもたちの読書活動の推進を共にさせて
いただき、学校図書館の活性化、また、子どもたちの読書活動推進のための支援をさ
せていただきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

令和 4 年度 学校図書館支援センター職員紹介 

足立 順子（あだち じゅんこ） 

池田 有子（いけだ ゆうこ）  坂田 みゆき（さかた みゆき） 

 

 

・図書館の安全対策は？ 

・調べ学習に使える本を借りたい。 

・図書館のレイアウトは？ 

・掲示・展示物は？ 

・本の除籍・廃棄は？ 

・図書購入は？ 

・図書学習支援等々相談ください！ 

小学校教育課・中学校教育課より 
  
 各学校におかれましては、学校図書館利用の際の感染症対策を講じ、日頃から子どもの読書活動

の推進に取り組んでいただきありがとうございます。 

 現在「学校図書館教育全体計画」の作成・提出をお願いしております。この計画に沿って、今年

度も各学校での着実な取組をお願い致します。特に、学校図書館の「教科との関連を図る取組」に

ついて一層推進していただきますようお願い致します。 

 「学校図書館担当者連絡会」を８月１７日（水）にオンライン（双方向型）にて開催予定です。

詳細については、後日お知らせいたします。 

  

分館、総合図書館レファレンス部門を経てこち

らに異動になりました。その前には学校図書館で

学校司書として３年間勤務した経験があります。

現在の学校図書館の様子を先生方に教えていただ

きながら、少しでもお力になれるよう支援してい

きたいと思っています。よろしくお願いします。 

子ども読書活動推進員として、本年度３年目に

なりました。学校に勤務していたことを生かし、

学校図書館の活性化のためにできることをさら

に考えていきたいと思います。また、「子どもと

本の日通信」でも読書活動推進のための記事を掲

載していきたいと思っています。 

学校図書館支援センターでの業務も３年目。 

異動してすぐにコロナ禍に見舞われ、アタフタと対

応しているうちにあっという間に日々が過ぎ去って

いきました。少しでも学校図書館のために貢献で

きているといいなと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福岡市学校図書館支援センター 

所在地：福岡市早良区百道浜３丁目７－１  

福岡市総合図書館団体貸出内 

 開館日時：毎週月～金 10：00～18：00（土日祝日を除く） 

 電話：092-852-0639 

 FAX：092-852-0801 

 メール：shiencenter_2022@toshokan.city.fukuoka.lg.jp 

ＨＰ：http://toshokan.city.fukuoka.lg.jp/support_centers/ 
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昨年度の利用状況等をみて、今年度もセットを一部改訂しました。 
＜小学校＞ 
◆ポプラディア第３版を２部購入 
◆「大豆」セット１０冊のうち１冊を入れ替え、部数を増加 
詳しくは、ホームページの「学習支援用図書セットリスト」をご覧ください。 
セットにないものでも可能な限り対応いたします。お気軽にお問合せください。 
申込は随時受け付けております。申込は貸出日の２週間前までにお願いします。 
 
※ポプラディア第３版について 
ポプラ社ＨＰにて、ポプラディア第３版第１刷に誤りがあることが発表されています。ポプラ社
への所定の手続きを経て該当箇所に訂正シールを貼る予定にしております。 

 

 
 

学校現場においては、著作権法第 35 条の規定があるため、比較的著作物を許諾なく利用
しやすくなっています。それでも、すべてが無許諾で行えるわけではありません。許諾が不要な
場合と、必要な場合などご確認ください。以下に挙げる資料は具体的な事例も多く、わかりや
すくて非常に参考になります。各学校で、著作権に関する基本的なところを押さえつつ個々の
事例を判断していくことになると思われますので、ぜひご一読ください。 

 
◆『著作権ハンドブック 先生、勝手にコピーしちゃダメ』 
  宮武 久佳／著 大塚 大／著 東京書籍 2021.9  
◆改正著作権法第 35 条運用指針（令和 3（2021）年度版） 
https://forum.sartras.or.jp/wp-
content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf 
◆改正著作権法第 35 条運用指針（令和 3（2021）年度版）特別活動追補版 

 
 学習支援用図書について 

著作権について 


